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児
童
手
当

︵
所
得
制
限
あ
り
︶

対�

象　
中
学
校
修
了
前（
15
歳
到

達
後
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
）

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人

支
給
額
（
月
額
）

０
～
３
歳
未
満　

１
万
５
千
円

３
歳
～
小
学
校
修
了
前

　

第
１
子
・
第
２
子　

１
万
円

　

第
３
子
以
降　

１
万
５
千
円

中
学
生　

１
万
円

※ 

所
得
制
限
超
過
の
場
合
、
児

童
１
人
に
つ
き
５
千
円
支
給
。

※
公
務
員
は
職
場
で
の
手
続
き

　

が
必
要
で
す
。

児
童
扶
養
手
当

︵
所
得
制
限
あ
り
︶

対�

象　

ひ
と
り
親
家
庭
の
児
童

（
児
童
が
18
歳
到
達
後
最
初
の

３
月
31
日
ま
で
。
た
だ
し
児

童
が
政
令
で
定
め
る
程
度
の

障
が
い
を
持
つ
場
合
は
20
歳

ま
で
）の
父
母
ま
た
は
養
育
者
。

※ 

父
ま
た
は
母
が
政
令
で
定
め

る
程
度
の
障
が
い
が
あ
る
と

き
も
対
象
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す

特
別
児
童
扶
養
手
当

︵
所
得
制
限
あ
り
︶

対�

象　

精
神
・
心
身
に
政
令
で

定
め
る
程
度
の
障
が
い
を
持

つ
児
童
（
満
20
歳
ま
で
）
の

父
母
ま
た
は
養
育
者

子
ど
も
医
療
費
助
成

　

対
象
者
が
医
療
機
関
に
受
診

し
た
と
き
、
市
が
費
用
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
。（
保
険
診
療
分
）

対
象（
市
内
在
住
で
あ
る
こ
と
）

未
就
学
児（
６
歳
に
達
し
た
３

月
末
ま
で
）　　

　

通
院
・
入
院
・
調
剤

小
・
中
学
生（
15
歳
に
達
し
た

３
月
末
ま
で
）　

入
院
の
み

※ 

助
成
を
受
け
る
に
は
受
給
資

格
者
証
の
申
請
手
続
き
が

必
要
。

ひ
と
り
親
家
庭
等
医

療
費
助
成

︵
所
得
制
限
あ
り
︶

　

対
象
者
が
医
療
機
関
に
か

か
っ
た
と
き
、
市
が
費
用
の
一

部
を
助
成
し
ま
す
。

一
時
預
か
り
事
業

　

保
護
者
の
短
期
の
勤
務
や
傷

病
な
ど
の
緊
急
な
理
由
に
よ
り

家
庭
で
保
育
で
き
な
く
な
っ
た

場
合
や
、
育
児
疲
れ
を
解
消
し

　
（
保
険
診
療
分
）

※
親
に
つ
い
て
は
一
部
自
己
負

　

担
。

対�

象（
市
内
在
住
で
あ
る
こ
と
）

①
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
親

②
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
親
に 

　

監
護
さ
れ
て
い
る
児
童

③
父
母
の
い
な
い
児
童

※ 

児
童
は
18
歳
到
達
後
最
初
の

３
月
31
日
ま
で
の
人
。

子
育
て
短
期
支
援
事
業

　

保
護
者
が
病
気
、
出
産
、
就

労
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
一
時

的
に
子
ど
も
を
自
宅
で
養
育
す

る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
場
合

に
、
子
ど
も
を
預
け
ら
れ
る
事

業
で
す
。
泊
り
が
け
で
預
け
ら

れ
る
﹁
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
﹂
と

平
日
夜
間
や
休
日
に
預
け
ら
れ

る
﹁
ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ
﹂

が
あ
り
ま
す
。

※ 
預
け
る
理
由
に
よ
り
利
用
で

き
る
事
業
が
異
な
り
ま
す
。

※
所
得
に
応
じ
て
、
利
用
者
の

　

負
担
金
が
あ
り
ま
す
。

た
い
場
合
な
ど
に
一
時
的
に
保

育
所
（
園
）
に
預
け
ら
れ
ま
す
。

 

対
象
児
童　
市
内
在
住
で
認
可

　

保
育
所
・
公
私
立
幼
稚
園
な
ど

　

に
入
所
し
て
い
な
い
概お

お
むね
６
か

　

月
児
か
ら
就
学
前
の
児
童

預
け
ら
れ
る
時
間

　

８
時
～
18
時
（
日
曜
日
、
祝

　

日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

預
け
ら
れ
る
保
育
所
（
園
）

 

・
中
央
保
育
所
（
立
田
町
）

 

・
内
竈
保
育
所
（
国
立
第
二
）

 

・
鶴
見
保
育
所
（
荘
園
）

 

・
ナ
ー
サ
リ
ー
み
に
ふ
う

　
（
西
野
口
町
）

 

・
別
府
隣
保
館
保
育
園

　
（
野
口
元
町
）

※
利
用
料
な
ど
詳
し
く
は
お
問

　

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

一
時
預
か
り
事
業

２
歳
児
定
期
利
用

　

家
庭
に
お
い

て
必
要
な
保
育

を
受
け
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る
と

し
て
、
認
定
を
受
け
た
２
歳
児

を
定
期
的
に
預
け
ら
れ
ま
す
。

預
け
ら
れ
る
幼
稚
園

　

真
愛
幼
稚
園（
上
田
の
湯
町
）

※ 
対
象
児
や
利
用
料
な
ど
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

児
童
・
子
育
て
支
援
に
関
す
る
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
各
制
度
に
は
申
請
手
続
き
が
必
要
で
す
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

申

問　

子
育
て
支
援
課　

☎
（21）
１
４
２
７

お
お
い
た
子
育
て

ほ
っ
と
ク
ー
ポ
ン

　

新
た
に
生
ま
れ
た
お
子
さ
ま

を
対
象
と
し
た
﹁
お
お
い
た
子

育
て
ほ
っ
と
ク
ー
ポ
ン
﹂
の
申

請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
出

生
後
、
申
請
さ
れ
て
い
な
い
保

護
者
は
申
請
手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

有
効
期
限
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
﹁
お
お
い
た
子
育
て
ほ
っ
と

ク
ー
ポ
ン
﹂
の
有
効
期
限
は
３

歳
の
誕
生
日
の
前
日
ま
で
と

な
っ
て
い
ま
す
。
平
成
29
年
４

月
1
日
～
平
成
30
年
３
月
31
日

に
生
ま
れ
た
子
を
対
象
に
し
た

緑
の
表
紙
の
ク
ー
ポ
ン
を
お
持

ち
の
人
は
有
効
期
限
を
確
認
し
、

期
限
内
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

購
入
で
き
る
絵
本
の
種
類
が
変

わ
り
ま
し
た

　

こ
れ
ま
で
は
、

別
府
市
が
指
定
し

た
読
み
聞
か
せ
絵

本
が
対
象
で
し
た

が
、
令
和
２
年
４

月
か
ら
日
本
図
書

コ
ー
ド
の
分
類
コ
ー
ド
が
Ｃ
87

で
始
ま
る
絵
本
が
全
て
対
象
に

な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
子

育
て
支
援
課
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。



市報べっぷ5 2020.4 掲載している講習会などは、特に記載の無い限り無料・予約不要です。

就
学
援
助
制
度

︵
要
申
請
・
審
査
有
︶

　

経
済
的
な
理
由
で
、公
立
小
・

中
学
校
の
児
童
生
徒
を
就
学
さ

せ
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
、
一

定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
就
学
援

助
制
度
を
利
用
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
左
記
ま
た
は
各

公
立
小
・
中
学
校
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

学
校
教
育
課

　
　

☎
（21）
１
５
７
４

固定資産課税台帳の縦覧・閲覧
　縦覧とは、市内に所在する土地や家屋の評価額を確認でき、自分の土地や
家屋の評価額と比べることによって、評価の適正さが確認できる制度です。
また縦覧期間中の固定資産課税台帳（名寄帳）の閲覧の手数料は無料です。

期間 対象者

①縦覧 ４月 1 日（水）～
６月１日（月）

固定資産税の納税者、納税管理人、住民票
上の同一世帯の親族、代理人

②閲覧 ４月１日（水）～
令和３年３月 31 日（水）

固定資産税の納税者、納税管理人、住民票
上の同一世帯の親族、代理人、借地・借家
人など

時間帯　８時 30 分～ 17 時（土・日曜日、祝日、年末年始は除く）
持参する物
　①②共通　 免許証など本人確認ができるもの、印鑑（法人の場合）、 代理　
　　　　　  　人であることを証する書面（委任状など）
　②のみ　　  借地・借家人などの人は賃貸借契約書及び
　　　　　　  賃借料領収書など関係を証するもの
場所・問　資産税課（グランドフロア 36 番窓口）　☎２１－１１２０

問　

保
険
年
金
課

　
　

☎
（21）
１
１
４
８

国
民
健
康
保
険
・

後
期
高
齢
者
医
療

制
度
夜
間
窓
口

﹁
日
中
、
仕
事
な
ど
で
納
付
に

行
け
な
い
﹂
な
ど
で
お
困
り
の

人
の
た
め
に
夜
間
窓
口
を
開
設

し
ま
す
。
保
険
税
・
保
険
料
の

納
付
や
納
付
相
談
、
加
入
や
脱

退
の
手
続
き
に
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
電
話
で
の
相
談
も
受
け
付

け
ま
す
。

日
時　

４
月
７
日
㈫
、
23
日
㈭

　
　
　

17
時
30
分
～
20
時

問　

保
険
年
金
課

　
　

☎
（21）
１
１
４
８

消
費
生
活
相
談

　

消
費
生
活
に
関
す
る
ト
ラ
ブ

ル
や
契
約
・
解
約
な
ど
の
相
談

を
受
け
て
い
ま
す
。
一
人
で
悩

ま
ず
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

日
時　

毎
週
月
～
金
曜
日

　
　
　

９
時
～
16
時
30
分

※
土
日
、
祝
日
は
除
く
。

相
談
員　

消
費
生
活
専
門
相
談
員

場
所
・
問　

別
府
市
消
費
生
活

　
　
　
　
　

セ
ン
タ
ー

国
民
健
康
保
険
証

の
発
送

◆
70
歳
に
な
る
人

　

国
民
健
康
保
険
加
入
中
で
70

歳
に
な
る
人
（
昭
和
25
年
４
月

２
日
～
昭
和
25
年
５
月
１
日
生

ま
れ
）
へ
、
令
和
２
年
７
月
末

日
ま
で
の
高
齢
受
給
者
証
一
体

型
保
険
証
を
４
月
下
旬
に
郵
送

し
ま
す
。

と
お
り
変
更
し
ま
す
。

変
更
前　

９
時
～
19
時

変
更
後　

９
時
～
18
時

※
夏
休
み
、
冬
休
み
、
春
休
み

　

の
平
日
は
８
時
30
分
～
18
時

問　

子
育
て
支
援
課　
　
　

　
　

☎
（21）
１
４
２
７

日
程
・
場
所

①
４
月
９
日
㈭　

市
役
所　
　

　

４
階　

４
Ｆ
｜
２
会
議
室

②
４
月
23
日
㈭　

市
役
所

　

３
階　

３
Ｆ
｜
１
会
議
室

時
間　

13
時
30
分
～
16
時
30
分

定
員　

各
６
人（
先
着
順
）

申
問　

産
業
政
策
課　

　
　
　

☎
（21）
１
８
８
１

　
（
市
役
所
４
階
産
業
政
策
課
内
）

　

☎
（21）
１
８
８
１

債
務
者
相
談
会

︵
要
申
込
︶

　

弁
護
士
に
よ
る
30
分
程
度
の

相
談
で
す
。
借
金
問
題
で
お
困

り
の
人
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

別
府
市
フ
ァ
ミ
リ
ー
・

サ
ポ
ー
ト
事
業

　

子
育
て
中
の
家
庭
を
応
援
す

る
た
め
に
、﹁
援
助
し
て
ほ
し

い
人
﹂
と
﹁
援
助
を
し
た
い
人
﹂

が
会
員
と
な
っ
て
、
有
料
で
活

動
を
行
い
地
域
で
支
え
合
う
事

業
で
す
。

※ 

事
前
登
録
が
必
要
（
利
用
料

は
１
時
間
あ
た
り
600
円
か
ら
）。

申

問　

別
府
市
フ
ァ
ミ
リ
ー
・

　
　
　

サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

　
　
　
（
ほ
っ
ぺ
パ
ー
ク
内
）

　
　
　

☎
（27）
１
１
８
９

各
制
度
に
は
申
請

手
続
き
が
必
要
で
す

　

申
請
時
、
個
人
の
状
況
な
ど

に
応
じ
て
必
要
な
書
類
な
ど
が

あ
り
ま
す
。
手
当
は
申
請
を
し

た
翌
月
分
か
ら
支
給
し
ま
す
。

詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
を
。

児
童
館
の
開
館
時
間

変
更
に
つ
い
て

　

南
部
児
童
館
、
北
部
児
童
館
、

西
部
児
童
館
（
い
ず
れ
も
3
月

13
日
現
在
休
館
中
）
の
開
館
時

間
を
4
月
1
日
㈬
か
ら
下
記
の

　
　
　
　
　
　
　

※
掲
載
し
て
い
る
催
し
は
、
中
止
・
延
期
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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・
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
指
示
さ
れ

た
と
き
は
詐
欺
を
疑
い
ま

し
ょ
う
。

問　

防
災
危
機
管
理
課

　
　

☎
（21）
２
２
５
５

春
の
全
国

交
通
安
全
運
動

　

春
は
新
入
学

の
児
童
や
通
勤

に
不
慣
れ
な
車

な
ど
が
多
く
事

故
の
起
こ
り
や

す
い
季
節
で
す
。

　

正
し
い
交
通
マ
ナ
ー
の
実
践

と
街
頭
啓
発
や
交
通
安
全
の
呼

び
か
け
に
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

・
子
ど
も
や
高
齢
者
な
ど
、
歩

行
者
へ
思
い
や
り
の
あ
る

運
転
を
し
ま
し
ょ
う
。

・
高
齢
者
の
事
故
が
多
発
し
て

い
ま
す
。
一
層
の
安
全
運
転

に
努
め
ま
し
ょ
う
。

・
横
断
歩
道
で
は
し
っ
か
り
安

全
確
認
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

・
自
転
車
は
歩
行
者
を
優
先
し

て
安
全
に
利
用
し
ま
し
ょ

う
。

期
間　

４
月
６
日
㈪
～
15
日
㈬

問　

防
災
危
機
管
理
課

　
　

☎
（21）
２
２
５
５

猪の瀬戸湿原　生物環境保護地区に指定
　良好な自然環境を保全する目的で、東山の「猪の瀬戸湿原」が別府市
生物環境保護地区に指定されました。新しく指定されるのは 42 年ぶりの
ことです。
　猪の瀬戸湿原は、由布岳・鶴見岳に囲まれた標高 760 ｍの山地湿原で、
多種多様な動植物が生息しており学術的にも優れた環境が維持されてい
ます。希少種が生育できる湿原を維持管理し未来に繋げるために、市は
湿地の重要性や絶滅危惧種の保全を幅広く伝える活動を支援し、市民や
観光客の自然保護の意識高揚につ
なげます。
　四季折々の風景が楽しめる湿地
です。猪の瀬戸湿原に足を運んで
みませんか。詳しい案内は 27 ぺ
ージのイベント欄をご覧ください。

問　環境課　☎２１－１１３４

振
り
込
め
詐
欺
に

注
意
し
ま
し
ょ
う

　

市
内
で
は

昨
年
13
件
・

６
千
万
円
を

超
え
る
振
り

込
め
詐
欺
の

被
害
が
発
生

し
ま
し
た
。

詐
欺
の
手
口

・﹁
ア
ポ
電
﹂
で
事
前
に
家
族

の
情
報
を
聞
き
出
し
、
身

内
だ
と
信
じ
込
ま
せ
て
か

ら
詐
欺
を
行
う
。

・﹁
架
空
請
求
﹂
未
納
料
金
の

督
促
な
ど
嘘
の
請
求
を
行

う
。

・﹁
高
額
当
選
し
ま
し
た
﹂、﹁
遺

産
を
相
続
し
ま
せ
ん
か
﹂

と
話
を
持
ち
か
け
、
信
用

料
や
手
数
料
を
振
り
込
ま

せ
る
。

・﹁
通
帳
と
カ
ー
ド
を
確
認
し

ま
す
﹂
と
偽
物
の
市
役
所

職
員
な
ど
が
訪
問
し
騙
し

取
る
。

騙
さ
れ
な
い
た
め
に
は

・
電
話
で
お
金
の
話
を
さ
れ
た

ら
詐
欺
を
疑
い
ま
し
ょ
う
。

・
電
話
で
口
座
番
号
、
暗
証
番

号
、
家
族
構
成
な
ど
を
言
わ

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

ごみと資源の分け方・
出し方カレンダー

　町内別のごみ収集日や分別方法
を記載した『ごみと資源の分け方

・出し方カレンダー』を配布して
います。既に市報３月号と一緒に
お配りしましたが、お持ちでない
人は市役所本庁または
各出張所でも無料配布
していますのでご利用
ください。
※市ホームページからダウンロー
　ドもできます。
ＨＰ「生活」→「環境・ごみ」→「ごみと

　　資源の分け方・出し方カレンダー」

　　環境課　☎２１－１１３４
　　環境課清掃事務所
　　　　　　 ☎６６－５３５３

新型コロナウイルス感染症の総合相談窓口
　新型コロナウイルスの感染拡大による市民や事業者からの総合相談窓口を市役所に開設しました。

問合先　☎２１－１１４０

開設場所　市役所４階総合相談窓口（窓口相談もできます）　受付時間　８時 30 分～ 17 時（土・日、祝日は除く）

※引き続き下記の窓口でも相談を受け付けています。

▲

予防法や受診などに関する相談窓口　問　健康づくり推進課（市保健センター）　☎２１－１１１７　　

▲

就業、融資、中小企業支援などに関する相談窓口　問　産業政策課（市役所４階）　☎２１－１１３２　　

問
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動物病院
動物病院 電話 動物病院 電話

阿部どうぶつ病院（上野口町） ２２－７８２２ すえつぐ動物病院（松原町） ２５－５５５６
えとう動物病院（南的ヶ浜町） ２１－１４１４ 友永ペット病院（鶴見） ２５－０８２８
木原荘園犬猫病院（荘園） ２４－７８１６ ファミリア動物病院（中須賀東町） ６７－０５３５
集合注射会場
日程 時間 会場 時間 会場

４／７
(火)

９ ：20 ～ ９：45 朝日出張所 ９ ：20 ～ ９：40 スパランド豊海第１幼児公園
９ ：55 ～ 10：20 朝日大平山地区公民館 ９ ：50 ～ 10：10 関の江新町第１幼児公園
10：30 ～ 10：40 扇山第６幼児公園 10：20 ～ 10：35 小坂第１幼児公園
10：50 ～ 11：05 扇山公民館 10：45 ～ 11：00 小坂公民館
13：20 ～ 13：35 山の手町本光寺 13：20 ～ 13：35 八幡朝見神社駐車場前
13：45 ～ 14：05 原町公民館 13：50 ～ 14：05 河内バス停上交差点横
14：15 ～ 14：30 青山町公民館 14：15 ～ 14：30 山家市営東別府住宅前

４／８
(水)

９ ：20 ～ ９：30 旧東山小中学校バス停前 ９ ：20 ～ ９：35 明礬みどり荘前
10：05 ～ 10：15 内成公民館 ９ ：45 ～ ９：55 旧朝日小学校湯山分校前
10：25 ～ 10：35 古賀原公民館 10：15 ～ 10：30 旧天間小学校
10：50 ～ 11：00 赤松地蔵群前 ー ー
13：20 ～ 13：30 小倉公民館 13：20 ～ 13：45 古市第２温泉
13：40 ～ 14：05 竹の内公民館 13：55 ～ 14：10 八幡石垣神社（中須賀本町）
14：15 ～ 14：30 大平山小学校体育館前 14：20 ～ 14：40 石垣神社（石垣西４丁目）

４／９
(木)

９ ：20 ～ ９：35 内竈公民館 ９ ：20 ～ ９：40 鉄輪東公園 ( 鉄輪温泉公園、鉄輪東 )
９ ：45 ～ ９：55 市営亀川住宅Ｂ棟駐車場 ９ ：50 ～ 10：05 上平田公民館
10：05 ～ 10：20 浜田温泉第２駐車場 10：15 ～ 10：35 四の湯温泉前ちびっこ広場
13：20 ～ 13：40 老人ホーム一燈園（堀田） 13：20 ～ 13：30 乙原公民館
13：55 ～ 14：10 北鉄輪公民館 13：40 ～ 13：55 堀田公民館
14：25 ～ 14：40 野田公民館 14：05 ～ 14：25 南立石生目町公民館

※犬の死亡や所在地、飼い主が変更になったときは、届出が必要ですので、環境課にお知らせください。
※４月９日（木）市営亀川住宅集会場が今回工事中のため、市営亀川住宅Ｂ棟駐車場に変更になりました。

令
和
２
年
度

狂
犬
病
予
防
注
射

　

犬
を
飼
う
場
合
は
、
一
生
に
一
度

の
登
録
と
、
毎
年
（
４
～
６
月
）
の

狂
犬
病
予
防
注
射
が
法
律
で
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
動
物
病
院
ま

た
は
集
合
注
射
会
場
で
予
防
注
射

の
接
種
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

狂
犬
病
は
、
感
染
し
た
犬
に
人
が

噛
み
つ
か
れ
、
発
症
す
る
と
助
か
ら

な
い
恐
ろ
し
い
病
気
で
す
。
国
内
で

は
、
予
防
注
射
や
野
犬
の
捕
獲
な
ど

に
よ
り
、
50
年
以
上
発
生
し
て
い
ま

せ
ん
が
、
世
界
中
で
は
多
く
の
人
が

犠
牲
に
な
っ
て
い
ま
す
。

狂
犬
病
予
防
注
射
料
金　

　

 

３
千
250
円
（
動
物
病
院
、
集
合

注
射
と
も
に
同
額
）

※
４
月
か
ら
料
金
改
定
し
ま
し
た
。

犬
の
登
録
料
金　

 

３
千
円

※ 

事
前
に
注
射
案
内
通
知
書
裏
面

の
問
診
票
の
各
項
目
に
記
入
し

て
会
場
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

通
知
書
を
お
持
ち
で
な
い
人
は
、

環
境
課
に
お
問
い
合
わ
せ
を
。

※
登
録
の
な
い
犬
に
つ
い
て
は
、

飼
い
主
に
通
知
書
を
送
付
し

て
い
ま
せ
ん
。
ご
確
認
の
う

え
、
必
ず
環
境
課
で
犬
の
登

録
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問　

環
境
課　

　
　

☎
（21）
１
１
３
４

合
併
処
理
浄
化
槽

設
置
替
え
費
用
の
補
助

　

く
み
取
り
便
槽
、
既
存
の
単

独
処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併
処
理

浄
化
槽
に
設
置
替
え
す
る
人
に

補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

対
象　

公
共
下
水
道
事
業
計
画

認
可
区
域
以
外
の
区
域
に
あ

る
既
存
の
住
宅
で
、
設
置
替

え
を
行
う
人

※
新
築
、
販

　

売
・
賃
貸
を

　

目
的
と
す
る

　

住
宅
は
対
象

　

外
（
居
住
部

　

分
が
２
分
の
１
以
上
あ
る
店

舗
等
併
用
住
宅
は
対
象
）

対
象
機
種　

　

環
境
配
慮
型
浄
化
槽

補
助
額

人
槽
区
分

補
助
限
度
額

５
人
槽

33
万
２
千
円

７
人
槽

41
万
４
千
円

10
人
槽

54
万
８
千
円

※
予
算
限
度
額
に
達
し
次
第
、
申

請
受
付
は
締
め
切
り
ま
す
。

※
工
事
着
工
後
の
申
請
は
受
付

で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

申

問　

環
境
課
別
府
市
リ
バ
ー

サ
イ
ド
オ
ア
シ
ス
春
木
苑　

☎
（66）
１
８
３
１

　
　
　
　
　
　
　

※
掲
載
し
て
い
る
催
し
は
、
中
止
・
延
期
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。



市報べっぷ 82020.4

　

８
時
30
分
（
約
1
時
間
）

問　

防
災
危
機
管
理
課

　
　

☎
（21）
２
２
５
５

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー

ク
は
路
上
工
事
を
中

止
し
ま
す

　

大
分
県
路
上
工
事
縮
減
対
策

推
進
協
議
会
に
お
い
て
決
定
さ

れ
た
国
道
、
県
道
、
市
道
11
路

線
に
つ
い
て
、
工
事
に
よ
る
渋

滞
を
緩
和
す
る
た
め
、
ゴ
ー
ル

デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
期
間
中
の
路
上

工
事
を
中
止
し
ま
す
。

中
止
期
間　

　

４
月
28
日
㈫　

22
時
～

　

５
月
７
日
㈭　

９
時

問　

道
路
河
川
課

　
　

☎
（21）
２
５
６
０

介
護
支
援
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
募
集

　

65
歳
以
上
の
高
齢
者
が
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
社
会
参
加
を
通
じ
た
介

護
予
防
の
推
進
と
協
働
に
よ
る

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
事

業
で
す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
登
録

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
登
録
者

は
介
護
保
険
施
設
や
障
が
い
福

交
通
安
全
指
導
員
募
集

　

左
記
の
小
学
校
付
近
で
、
登

校
時
に
子
ど
も
た
ち
の
交
通
安

全
指
導
を
し
て
い
た
だ
け
る
人
。

性
別
は
問
い
ま
せ
ん
。

募
集
校
区　

南
小
、
鶴
見
小
、

　

大
平
山
小
、
山
の
手
小

報
酬　

10
万
円
（
年
額
）

指�

導
時
間　

　

授
業
日
の
７
時
30
分
～

消
防
団
員
募
集

～
地
域
の
Ｈ
Ｅ
Ｒ
Ｏ
～

対
象　

別
府
市
に
居
住
す
る
18

歳
以
上
の
人（
大
学
生
も
可
）

身
分
・
処
遇
な
ど

・
特
別
職
の
地
方
公
務
員
と
し

　

て
活
動
し
、
年
報
酬
や
各
種

　

手
当
を
支
給

・
５
年
以
上
勤
務
し
退
団
し
た

　

場
合
、
退
職
報
償
金
を
支
給

・
消
防
団
活
動
に
必
要
な
被
服

　

な
ど
の
支
給

　
（
活
動
服
・
ア
ポ
ロ
キ
ャ
ッ

　

プ
な
ど
）

・
消
防
団
活
動
中
の
負
傷
や
事

　

故
に
対
し
て
の
補
償

・
職
務
に
あ
た
っ
て
功
労
・
功

　

績
が
あ
っ
た
場
合
の
表
彰

問　

消
防
本
部
庶
務
課
施
設

　

消
防
団
係　

☎
（25）
１
１
２
３

祉
施
設
で
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

な
ど
の
参
加
支
援
、
お
茶
出
し

な
ど
の
補
助
や
話
し
相
手
な
ど

を
行
い
ま
す
。
介
護
支
援
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
活
動
実
績
に
応
じ

て
ポ
イ
ン
ト
が
取
得
で
き
、
ポ

イ
ン
ト
を
貯
め
る
と
年
間
最
大

５
千
円
の
交
付
金
を
受
け
ら
れ

ま
す
。

資�

格　

別
府
市
に
居
住
す
る
別

府
市
介
護
保
険
第
１
号
被
保

険
者
（
65
歳
以
上
の
人
）

申
込
方
法

　

社
会
福
祉
協
議
会
（
上
田
の

　

湯
町
）
窓
口
で
申
込
み
。

申
問　

社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　

☎
（26）
６
０
７
０

問　

高
齢
者
福
祉
課

　
　

☎
（21）
１
４
４
２

高齢者のための相談機関「地域包括支援センター」
　地域包括支援センターは、高齢者やその家族、地域住民からの高齢者虐待や認知症などに関する相談、介護
保険の認定申請代行や福祉サービス案内など様々な相談支援を行う機関です。そのほか健康教室、介護予防教
室への参加案内などの介護予防事業や医療・介護関係者との連携強化、地域のネットワークづくりにも取り組
んでおり、市民が住み慣れた地域でいつまでも暮らせる体制の構築に努めます。
各地域の高齢者の相談窓口（地域包括支援センター）連絡先一覧

名　称 電話番号 所　在　地
別府市青山・東山地域包括支援センター 73 － 8989 鶴見６組１
別府市中部地域包括支援センター 76 － 5866 石垣東１丁目９番 20 号　テラス石垣１階
別府市鶴見台地域包括支援センター 25 － 7722 石垣西 10 丁目９番 13 号　豊ビル 102
別府市朝日地域包括支援センター 85 － 8088 大畑２ー１　飛鳥ビル１階
別府市山の手地域包括支援センター 23 － 5582 山の手町２番 17 号
別府市北部地域包括支援センター 66 － 8844 亀川中央町９番 27 号
別府市北部地域包括支援センターブランチ 67 － 3356 亀川東町８番 20 号（和幸苑介護保険サービスセンター内）
別府市浜脇地域包括支援センター 25 － 6811 浜脇１丁目８番５号　浜脇高層店舗 B
問　高齢者福祉課　☎２１ー１４６３

月例行事の中止について
　新型コロナウイルスの感染予防のため、
下記の行事は中止になります。
◆４月 12 日（日）　「普通救命講習」
問　消防本部警防課　☎２５－１１２４

◆４月 25 日（土）　あす・べっぷ４月主催講座
　「認め合う心　ガラスの壁を越えて」
問　自治振興課男女共同参画センター
　　☎２１－８２８９

　
　
　
　
　
　
　

※
掲
載
し
て
い
る
催
し
は
、
中
止
・
延
期
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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　このコーナーでは、年間を通して部落差別問題を
始めとする様々な人権課題について考えていきます。
　部落差別問題、子ども、女性、高齢者、障がいの
ある人、外国人、ＨＩＶ感染者、ハンセン病元患者、
ＬＧＢＴ、東日本大震災、犯罪被害者、インターネッ
トによる人権侵害など

　人権とは、人間が人間らしく幸せに生きるための権利
で、私たち一人ひとりに平等に与えられたものです。こ
れは、出身地・性別・障がい・国籍などにかかわらず、
誰もが生まれながらに等しく持っている権利です。日本
では、日本国憲法で基本的人権が保障されています。年
度初めにちょっと立ち止まって「人権」について考えて
みませんか。
　さて、みなさんの人権は守られていますか。同時に周
りの人々の人権も守られているでしょうか。人権を守る
ための第一歩は、相手の気持ちを考えることです。まず
はその一歩から始めてみませんか。そして、自分も周り
の人も、全ての人々の人権が大切にされる人権尊重のま
ちづくりを、共に目指していきましょう。

４月の無料人権相談　お気軽にご相談ください。
日時　８日（水）　10 時～ 12 時、13 時～ 15 時
相談員　人権擁護委員
※新型コロナウイルス感染予防のため
　電話での相談になります。
問　人権同和教育啓発課　☎２１－１２９１

わたしたちのねがい

身
近
な
人
権
講
座

日
時　

４
月
23
日
㈭

　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所　

野
口
ふ
れ
あ
い
交
流

　
　
　

セ
ン
タ
ー（
野
口
元
町
）

テ�

ー
マ　

朝
鮮
人
と
し
て
生
き

る
私
の
日
常
～
ヘ
イ
ト
ス

ピ
ー
チ
を
身
近
に
感
じ
て
～

講
師　

人
権
学
習
講
師

　

在
日
朝
鮮
人
３
世

　

徐 

麻
弥
（
ソ 

マ
ミ
）
さ
ん

問　

社
会
教
育
課

　
　

☎
（21）
１
５
８
７

　
　

人
権
同
和
教
育
啓
発
課

人
権
相
談

　

部
落
差
別
問

題
を
は
じ
め
と

し
た
人
権
問
題

に
関
す
る
各
種
相
談
を
お
受
け

し
ま
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

　

予
防
の
た
め
電
話
で
の
相
談

　

に
な
り
ま
す
。

日
時　

毎
週
月
～
金
曜
日

　
　
　

９
時
～
16
時

※
祝
日
、
年
末
年
始
は
除
く
。

場�

所
・
申

問　

人
権
啓
発
セ

ン
タ
ー　

☎
（23）
６
１
６
３

第
十
一
回
特
別
弔
慰
金

　

戦
没
者
等
の

死
亡
当
時
の
ご

遺
族
で
、
令
和

２
年
４
月
１
日

時
点
に
お
い
て
恩
給
法
の
公

務
扶
助
料
や
戦
傷
病
者
戦
没

者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
遺

族
年
金
な
ど
を
受
け
る
人

（
戦
没
者
等
の
妻
や
父
母
な

ど
）
が
い
な
い
場
合
に
、
次

の
①
～
⑤
の
優
先
順
位
で
、

ご
遺
族
お
一
人
に
特
別
弔
慰

金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

支
給
の
対
象
に
な
る
人

（
①
～
⑤
の
優
先
順
で
お
一
人
）

①
令
和
２
年
４
月
1
日
ま
で

に
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺

族
等
援
護
法
の
弔
慰
金

の
受
給
権
を
取
得
し
た

人
②
戦
没
者
等
の
子

③
戦
没
者
等
と
生
計
関
係

を
有
し
て
い
た
⑴
父
母

⑵
孫
⑶
祖
父
母
⑷
兄
弟

姉
妹
（
た
だ
し
、
戦
没

者
等
と
生
計
関
係
を
有

し
て
い
な
か
っ
た
人
や
、

令
和
２
年
４
月
１
日
現

在
婚
姻
に
よ
り
姓
が
変

わ
っ
て
い
る
人
・
遺
族

以
外
の
人
と
養
子
縁
組

を
し
て
い
る
人
は
除
き

ま
す
）

④
右
記
③
以
外
の
⑴
父
母
⑵

孫
⑶
祖
父
母
⑷
兄
弟
姉

妹
⑤
右
記
①
～
④
以
外
の
三
親

等
内
の
親
族
（
戦
没
者

等
の
死
亡
時
ま
で
引
き

続
き
１
年
以
上
生
計
関

係
を
有
し
て
い
た
人
に

限
り
ま
す
）

特
別
弔
慰
金　

額
面
25
万
円

の
記
名
国
債
（
５
年
償

還
）
で
支
給

請
求
期
間

　

４
月
１
日
㈬
～

　

令
和
５
年
３
月
31
日
㈮

※
特
設
会
場
の
設
置
に
つ
い

て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
感
染
予
防
の

た
め
、
次
回
以
降
の
市

報
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

受
付
・
問　

福
祉
政
策
課

　
　
　
　
　

☎
(21)
１
０
０
３

　
　

☎
（21）
１
２
９
１

農
地
農
業
相
談

日
時　

４
月
16
日
㈭

　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所　

市
役
所

　

４
階
農
業
委

　

員
会
室

内
容　

農
地
、

　

農
業
に
関
す
る
相
談
な
ど

相
談
員　

農
業
委
員
、
農
地
利

　
　
　
　

用
最
適
化
推
進
委
員

問　

農
業
委
員
会
事
務
局

　
　

☎
（21）
１
１
７
８

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る

特
別
弔
慰
金
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　

※
掲
載
し
て
い
る
催
し
は
、
中
止
・
延
期
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

中
止
に
な
り
ま
し
た
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す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や

税
務
署
で
発
行
す
る
Ｉ
Ｄ
・
パ

ス
ワ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、
自
宅
な

ど
か
ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ

ソ
コ
ン
で
申
告
す
る
こ
と
が
可

能
で
す
。
詳
し
く
は
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

HP w
w

w
.nta.go.jp

問　

別
府
税
務
署

　
　

☎
（23）
２
１
１
１

各
講
座
受
講
生
・

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

開
催
期
間

　

５
月
～
令
和
３
年
２
月

 

受�

講
料　

無
料
（
材
料
費
が
必

要
な
場
合
あ
り
）

※ 

詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、

社
会
教
育
課
ま
た
は
別
府
市

公
会
堂
（
中
央
公
民
館
）・

各
地
区
公
民
館
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

社
会
教
育
課
主
催
講
座

①
に
こ
に
こ
子
育
て
学
級

日
程　

毎
月
第
３
金
曜
日

　
　
　

10
時
～
12
時

場
所　

別
府
市
公
会
堂
ほ
か

対�

象　

乳
幼
児
の
保
護
者
な
ど

　
　
　
（
託
児
あ
り
）

申
込
方
法

　

電
話
・
窓
口
・
は
が
き
・
Ｆ

Ａ
Ｘ
・
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
の

方
法
で
希
望
講
座
名
、
住
所
、

氏
名
（
ふ
り
が
な
）、
電
話
番

号
を
記
入
し
て
申
込
み
。

受
付
開
始

◆
各
地
区
公
民
館
の
各
行
事

　

４
月
１
日
㈬　

９
時
～

◆
中
央
公
民
館　

世
代
間
交
流

　

４
月
２
日
㈭　

９
時
～

　

湯
の
ま
ち
学
び
の
カ
レ
ッ
ジ

　

４
月
13
日
㈪　

９
時
～

放
課
後
学
習
ひ
ろ
ば

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
説
明
会

　

小
学
２
年
生
～
４
年
生
（
学

校
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
）
の

希
望
児
童
を
対
象
に
、
放
課
後

学
習
ひ
ろ
ば
を
隔
週
水
曜
日
に

各
小
学
校
で
実
施
し
ま
す
。
地

域
の
人
た
ち
に
よ
る
宿
題
の
見

守
り
や
交
流
活
動
な
ど
で
、
子

ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
過
ご
せ

る
場
所
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

こ
の
ひ
ろ
ば
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

説
明
会
を
左
記
の
と
お
り
開
催

し
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

日
時　
４
月
22
日
㈬　

15
時
～
16
時

場
所　

別
府
市
公
会
堂
講
座
室

申
問　

社
会
教
育
課

　
　
　

☎
（21）
１
５
８
７

　〒８７４－８５１１
　上野口町１－１５　別府市社会教育課
　　☎　２１－１５８７
　　FAX ２２－５１００
　　   l l e - b e @ c i t y . b e p p u . l g . j p
　　     http://www.city.beppu.oita. jp/
　　　   トップページ⇒学習⇒講座・イベント

■各地区公民館
　別府市公会堂（中央公民館）　☎２２－４１１８　FAX２３－９４１６
　北部地区公民館　　　　　　 ☎・FAX６７－８３００
　西部地区公民館　　　　　　 ☎・FAX２３－７３３０
　中部地区公民館　　　　　　 ☎・FAX２５－４３２１
　南部地区公民館　　　　　　 ☎・FAX２１－３４０１
　朝日大平山地区公民館　　　 ☎・FAX６６－１１５０

申込・問合先

ＨＰ

定
員　

25
人
（
先
着
順
）

※
新
規
申
込
者
優
先
。

②
チ
ャ
レ
ン
ジ
子
育
て
学
級

日
程　

毎
月
第
２
火
曜
日

　
　
　

10
時
～
12
時

場
所　

別
府
市
公
会
堂
ほ
か

対�

象　

幼
稚
園
児
・
小
学
生
・

　
　
　

中
学
生
の
保
護
者
な
ど

申
込
方
法

　

４
月
１
日
㈬
以
降
、
社
会
教

育
課（
窓
口
・
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・

メ
ー
ル
）、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

応
募
フ
ォ
ー
ム
の
い
ず
れ
か
の

方
法
で
希
望
の
講
座
名
、
住
所
、

保
護
者
氏
名（
ふ
り
が
な
）、
電

話
番
号
、
子
ど
も
の
氏
名（
ふ

り
が
な
）、
学
校（
園
）名
、
学

年（
年
齢
）を
記
入
し
て
申
込
み
。

別
府
市
公
会
堂
（
中
央
公
民

館
）・
各
地
区
公
民
館
の
講
座

③��
湯
の
ま
ち
学
び
の
カ
レ
ッ
ジ

 

日
程　

開
催
日
は
公
民
館
に

　
　
　

よ
っ
て
異
な
り
ま
す

　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所　

別
府
市
公
会
堂
、

　
　
　

各
地
区
公
民
館

④
地
域
教
育
力
活
性
化
事
業

　

世
代
間
交
流

日
程　

土
曜
日
ま
た
は
日
曜
日

　
　
　

10
時
～
12
時

場
所　

別
府
市
公
会
堂
、

　
　
　

各
地
区
公
民
館

市
内
文
化
団
体
の

活
動
を
応
援
し
ま
す

　

市
内
で
の
文
化
活
動
の
活
性

化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る

文
化
活
動
を
行
う
団
体
に
対
し

て
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

① 

広
く
市
民
に
発
表
す
る
た
め

に
市
内
で
行
わ
れ
る
大
会
、

行
事
等
の
活
動

② 

国
や
自
治
体
が
主
催
・
共
催
・

後
援
す
る
九
州
・
全
国
・
国

際
大
会
等
に
県
予
選
等
を
経

て
出
場
資
格
を
得
た
活
動

申
請
期
限　

①
②
と
も
に
令
和

　
　
　
　
　

３
年
２
月
26
日
㈮

事
業
の
対
象
期
間

　

４
月
１
日
㈬

　

～
令
和
３
年
３
月
31
日
㈬

※
補
助
が
必
要
な
場
合
、
事
業

　

の
開
始
前
に
申
請
し
て
く
だ

　

さ
い
。

申
問　

文
化
国
際
課

　
　
　

☎
（21）
１
１
３
１

税
務
署
か
ら
申
告
期
限

延
長
の
お
知
ら
せ

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
予
防
の
た
め
、
所
得
税
・
贈

与
税
・
個
人
事
業
者
の
消
費
税

の
申
告
・
納
付
期
限
を
令
和
２

年
４
月
16
日
㈭
ま
で
延
長
し
ま

国税庁 検索

　
　
　
　
　
　
　

※
掲
載
し
て
い
る
催
し
は
、
中
止
・
延
期
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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■募集受付開始日　４月５日（日）９：00 ～（受付開始日より前の申込みはできません）
■申込方法　窓口または電話（ＦＡＸ・はがきでの申込みは不可）
※各講座は先着順に受講者本人からのみの受付になります。（定員を超える講座は欠員待ちとなります）

※都合により変則日の場合もあります。ご了承ください。　※実施回数は予定です。変更になる場合があります。
※講座内容は、ホームページをご覧になるか、直接お問い合わせください。
※駐車場に限りがありますので、公共の交通機関などをご利用ください。

生涯学習施設　別府市ふれあい広場・サザンクロス

＊ 令和２年度　主催講座受講生募集＊
申・問　サザンクロス（千代町 市立図書館上４階）　☎２５－３３９６

講　座　名 回 講　座　日　時 定員 教材費ほか 開講日 講　師

１  宇治拾遺物語 10 第３木曜日　10：00 ～ 40 2,500 円 ５月 21 日 山田 繁伸

２  万葉をひもとく 10 第１土曜日　10：00 ～ 60 2,500 円 ５月９日
開講日は第２（土） 浅野 則子

３  「徒然草」～終了後
教材変更予定 10 第４火曜日　13：30 ～ 30 2,500 円 ４月 28 日 田邉 勲

４  野の花を訪ねて ６ 金曜日　13：30 ～（講義）
日曜日３回（野外学習） 25 2,500 円

開校日のみ 4 月
24 日 10：00 ～
野外 4 月 29 日

齊藤 清男

５  （新）四季の園芸 10 第３木曜日　13：30 ～ 40 2,500 円 ４月 23 日
開講日は第４（木）（新）後藤 哲

６

 ふるさとガイド ８
（講義）下記①➂➄➆の火曜日

　　　　13：30 ～
（現地学習）下記②➃➅➇の火曜日

60 2,500 円 ５月 12 日 下記参照

 【ふるさとガイドの日程・内容・講師】※現地学習は実費で、時間設定は行き先によって変わります。
 ➀５月 12 日（講義）・➁５月 26 日（現地）　「大分県の植物と自然保護ほか」環境カウンセラー 小田 毅
 ➂６月 16 日（講義）・➃６月 23 日（現地）　「別府のあゆみ、温泉文化と歴史ほか」郷土史家 永野 康洋
 ➄９月  ８ 日（講義）・➅９月 15 日（現地）　「大分県の石器文化・古墳・ジオパークほか」大分県考古学会 会長 清水 宗昭
 ➆ 10 月 13 日（講義）・➇ 10 月 20 日（現地）　「大分県の仏教遺跡・石仏・磨崖仏ほか」仏教美術研究者 渡辺 文雄

７  『十八史略』を読む 12  第２・４土曜日　10：00 ～ 40 2,500 円 ４月 25 日 友永 植

８  楽しい食卓 10  第３月曜日　13：30 ～ 16 3,500 円×３回 ５月 18 日 高木 正美
宮井 里美ほか

９  外国の料理と語らい ８  第１水曜日　10：00 ～ 20 3,000 円×２回 ６月３日 留学生ほか

10  男の厨房 10  第２月曜日　10：00 ～ 16 3,000 円×３回 ５月 11 日 木代 正
大平 三津子ほか

11  男の料理・入門編 10  第２水曜日　10：00 ～ 16 3,500 円×２回 ５月 13 日 久恒 邦子
亀井 えり子ほか

12  やさしいデッサン画 20  第２・４月曜日　10：00 ～ 40 3,000 円 ４月 27 日 佐藤 千尋

13  伸び伸び絵画（油絵） 15  第１・３土曜日　14：00 ～ 25 2,500 円 ５月２日 野村 正則

14  木版画入門 18  第１・３月曜日　10：00 ～ 25 2,500 円 ４月 20 日 穴井 將巳

15  ゆっくり学ぶ英語教室 24  月１～３回火曜日　10：00 ～ 30 3,000 円 ４月 28 日 中村 治子

16  （新）デジカメ初心者基礎講座 10  第２木曜日　13：30 ～ 20 2,500 円 ５月 14 日 中谷 都志郎

17  ベストセラーと名作から見た
 日本庶民史 10  第３土曜日　10：00 ～ 40 2,500 円 ５月 16 日 春田 国男

18  大分歴史探訪 ６  第３金曜日　10：00 ～ 50 2,000 円 ５月 15 日 飯沼 賢司

19

 おもしろ人生学 ５  第４金曜日　10：00 ～ 60 2,000 円 ５月 22 日 下記参照

 【おもしろ人生学の日程・テーマ・講師】※各テーマは対象月に市報でお知らせする予定です。当日のみの参加は 500 円
 ➀ ５月 22 日　「たのしい おもしろい 絵の世界」別府市美術館 館長 林 淳一郎
 ➁ ６月 26 日　「脳を活性化しイキイキした人生を」記憶力アップコンサルティング 松井商会 松井 達治
 ➂ ７月 31 日　「ぼくの音楽事始め」大分県立芸術文化短期大学音楽科名誉教授 小川 伊作
 ➃ ９月 25 日　「共生の時代～ No Charity、but a chace ! ～」社会福祉法人 太陽の家 理事長 山下 達夫
 ➄ 10 月 23 日　「Do You Know 能 ? ～能楽とのふれあい～」観世流能楽師 山本能楽堂代表理事 山本 章弘

　
　
　
　
　
　
　

※
掲
載
し
て
い
る
催
し
は
、
中
止
・
延
期
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※３月 13 日現在、サザンクロスは休館中です。最新の情報はお問い合わせください。

４月 28 日
開校日のみ 4 月
24 日 10：00 ～
野外 4 月 29 日

４月 23 日
開講日は第４（木）

中止します

中止します

中止します

中止します

中止します

中止します

中止します

中止します

中止します

中止します

中止します

中止します

中止します

中止します

中止します

中止します

中止します

中止します



市報べっぷ 122020.4

別府市立別府西中学校
（別府市立山の手・浜脇統合中学校）
の建設を進めています
　別府市教育委員会では、令和３年４月の別府市立別府西中学
校開校に向け、現在工事を行っています。建設工事中のため、
周辺の皆様には工事関係車両の通行などでご迷惑をおかけしま
すが、ご理解とご協力をお願いいたします。
問　教育政策課　☎２１－１５７２

教室名 ストレッチ教室 スポーツ
教室①

スポーツ
教室②

スポーツ
教室③

バドミントン
教室（初級）

卓球教室
（初級）

日 時 ①月曜日 10 時～ 11 時
②木曜日 14 時～ 15 時

火曜日
10 時～ 12 時

火曜日
14 時～ 16 時

木曜日
10 時～ 12 時

金曜日
10 時～ 12 時

①金曜日 13 時 15 分
　　　～ 14 時 45 分
②金曜日 15 時～ 16 時 30 分

内 容
  ストレッチ、ペアス
 トレッチ、トレーニ
  ング

ストレッチ、卓球、スポンジ
ボールテニスなど

ソフトバレー、
バドミントン

など

基礎練習、
試合形式 基礎練習

運動強度 ★☆☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★★★☆ ★★★★★ ★★★☆☆
参加費 各 2,200 円（※全７回・保険料含む）

申込方法

希望教室名（時間も記入）・住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号を記入し、往復はがきで
下記へ申込み。
４月７日（火）消印有効。申込者多数の場合は抽選。※４月 17 日（金）結果発送。
４月 23 日（木）以降のキャンセルは参加費のお支払いが必要です。詳しくは下記へお問い合わせを。
場所・申 問　〒 874 － 0902　別府市青山町８－ 37　べっぷアリーナ　☎２１－２３２３

べっぷアリーナ各教室（５月～７月）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　市営温水プールでは、水泳教室を週 10 教室開いています。プールで水と親しみ、健康な体をつくりませんか。
受講料　月 4,270 円（１回１時間・月４回）　定員　各教室 35 人
曜　日 時　間 教　室　名 曜　日 時　間 教　室　名

月曜日
10 時 30 分～ 11 時 30 分 初心者コース

木曜日
10 時 30 分～ 11 時 30 分 リフレッシュコース

11 時 30 分～ 12 時 30 分 健康体操＆水中エクササイズ 19 時～ 20 時 初心者コース

水曜日

10 時 30 分～ 11 時 30 分 中級者コース

金曜日

10 時 30 分～ 11 時 30 分 初心者コース

16 時 20 分～ 17 時 20 分 学童コース 16 時 20 分～ 17 時 20 分 学童コース

17 時 30 分～ 18 時 30 分 学童コース 17 時 30 分～ 18 時 30 分 学童コース

※申込みには印鑑と受講料（１か月分）が必要です。学童コースはキャンセル待ちの場合があります。
場所・申 問　別府市営温水プール【火曜日休館】　  ☎２５－３６３３

水泳教室募 集

募 集

ゆったりストレッチ教室～機能改善・体力づくり～
　４月開催予定の「ゆったりストレッチ教室」は、新型コロナウイルス感染予防のため、５月以降に開催いたし
ます。日程などについては市報べっぷ５月号、市のホームページなどでお知らせします。
問　スポーツ健康課　  ☎２１－８０８８
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※３月 13 日現在、市営温水プールは休館中です。最新の情報はお問い合わせください。

※３月 13 日現在、べっぷアリーナは休館中です。最新の情報はお問い合わせください。
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宝くじの助成金で整備しました
（コミュニティ助成金）

　（一財）自治総合センターは、宝くじの社会貢献広報事
業として宝くじの受託事業収入を財源とし、地域のコミュ
ニティ活動の充実・強化を図るためコミュニティ助成事
業を行っています。

別府秋葉神社お祭り会の神
みこし

輿の整備
　コミュニティ助成金を活用し、地域の伝統行事の継承
や子どもたちの健全育成を図るため、永年にわたる使用
により、損傷がひどく担ぐことができなかった別府秋葉
神社の神輿を整備しました。

問　自治振興課　☎２１－１１２５

市民活動団体を支援します
別府市市民活動支援補助金　申請募集

　別府市では、協働のまちづくりを推進するため、地域の課題解決に向けた公益的な
活動を行うＮＰＯ等市民活動団体に対し、団体の組織強化、人材育成、中間支援活動
を支援するとともに、学生団体も含めた市民活動の促進、活性化を図るため、補助金を交付します。

■ＮＰＯ活動推進部門
対象経費　団体の組織強化または人材育成に要する

経費、団体の中間支援活動に要する経費
対象団体　次の要件を全て満たすＮＰＯ法人
　①事務所が市内にあり、市内で市民活動を行って
　　いること
　②設立後５年以上経過していること
　➂５人以上の会員で構成されていること
　➃法人やその構成員が、暴力団等と無関係である
　　こと
　➄政治活動や宗教活動を目的としないものである
　　こと
補助限度額　60 万円（補助率 10 分の 10 以内）

■市民活動促進・活性化部門（一般枠・学生枠）
対象経費　団体の市民活動の準備に要する経費、団

体の市民活動・運営に要する経費
対象団体　 次 の 要 件 を 全 て 満 た す 市 民 活 動 団 体
（NPO 法人含む）

　①市内で市民活動を行っている、または行おう　
　としていること

　②市内を活動拠点とし、５人以上の会員で構成さ
　れていること

　➂規約などを有し、責任者が明確であること
　➃営利を目的としていないこと
　➄「NPO 活動推進部門」の➃、➄の要件を満た

　すこと
※学生枠は、上記①～➄を全て満たす市内の学生団

体（市内に所在する大学及び大学院、短期大学、
専修学校等に在籍する学生により構成される団
体）であること
補助限度額　（一般枠）30 万円（補助率２分の１以内）
　　　　　　（学生枠）10 万円（補助率 10 分の 10 以内）

■申請と審査について
申請方法　申請書に必要事項を記入し、必要書類を

添えて自治振興課へ提出。申請書は自治振興課の
ほか、市ホームページからダウンロードできます。
受付期間　４月 10 日（金）～５月 11 日（月）
審査方法　１次書類審査、２次公開審査

申 問　自治振興課　☎２１－１１２５

「竹の教室」受講生募集
受講期間　６月～令和３年３月（月に４回）
日時　初級：火曜日、中・上級：水曜日　各９時～ 15 時（祝
　　　日などで変更の場合あり）
募集人数　初級 20 人（18 歳から 63 歳）、
　　　　　中・上級 20 人（18 歳から 68 歳）
　　　　※市内在住に限る、応募が多い場合は抽選。
受講料　　月額 3,000 円
　　　　　そのほか実習用材料費、道具購入費などの実費が
　　　　　かかります。
　　　　※傷害保険などは個人で加入していただきます。
申込期間　５月１日（金）～５月 10 日（日）
　　　　　８時 30 分～ 17 時　
　　　　※５月７日（木）は休館日　
申込方法　身分証明書を持参し、下記へお申
　　　　　込みください。
申 問　別府市竹細工伝統産業会館（東荘園）
　　　  ☎２３－１０７２

©Team�Beppyon
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高齢者・心身優待入浴券、芝居の湯入浴料割引券の
交付申請を延期します

　市報べっぷ 3 月号に掲載しました高齢者・心身優待入浴券、芝居の湯入浴券は、
新型コロナウイルスの感染予防のため５月 11 日（月）まで交付を延期します。
　大分県内、別府市内の新型コロナウイルスの感染状況によっては、交付開始日
をさらに延期する可能性があります。
優待入浴の手続き
　４月１日（水）～５月 10 日（日）の期間、対象者は令和２年度優待入浴券の代わりに下記のものを毎
回提示することで優待入浴をご利用できます。※期間中の優待入浴は１日に１回が上限です。

高齢者優待入浴券 心身優待入浴券

対象者
別府市に住民基本台帳の記載
があり 70 歳以上の人

別府市に住民基本台帳の記載があり、
身体障害者手帳、療育手帳、精神障
害者保健福祉手帳をお持ちの人

温泉窓口に提示するもの
（次のいずれか）
※コピーでも
　受付できます。

・旧年度の高齢者優待入浴券
・年齢の確認ができる身分証
　明書（運転免許証、健康保
　険証、パスポート、住民票
　など）

・旧年度の心身優待入浴券
・各障害者手帳（身体障害者手帳、療
　育手帳、精神障害者保健福祉手帳）

※入浴の際、貴重品の盗難などに十分ご注意ください。
優待入浴できる市営温泉　　浜脇・永石・田の湯・海門寺・不老泉・浜田・亀陽泉・堀田・
　　　　　　　　　　　　　竹瓦（砂湯は除く）・柴石（家族湯は除く）
問　高齢者福祉課　☎２１－１４４２　障害福祉課　☎２１－１４１３　社会教育課　☎２１－１５８７

2020 年度 べっぷ健診ガイド を配布しています
　市報４月号と一緒に、2020 年度のべっぷ健診ガイドを配布しています。ご家庭の健康維持にぜひお役立てください。

　問　健康づくり推進課　☎２１－１１１７

水道局と下水道課を統合し「上下水道局」を設置します
　４月 1 日（水）から、効率的な事業運営の推進・経済性の発揮を
目的に、水道事業と公共下水道事業を統合し、「別府市上下水道
局」に統合します。
　下水道課は市役所３階から上下水道局庁舎１階へ移転しました
ので申請などを行う場合はご注意ください。
申 問　上下水道局総務課　☎２３－３１０８
　　　　　　　下水道課　☎２１－１４８６

《上下水道局》
階 部等 課

２

上下水道局

総務課

工務課

１
営業課

下水道課
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